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(57)【要約】
　本発明は、複数の平行配置された長尺状のキャビティ
を含む音響パネルを提供する。各キャビティは、キャビ
ティ後端部までテーパ状になり、０°＜γ＜９０°の範
囲内の値を有するキャビティ開口部角度γを画定する第
１キャビティ壁及び第２キャビティ壁を有し、第１キャ
ビティ壁及び第２キャビティ壁は光反射性材料を含み、
各長尺状のキャビティは長尺状のキャビティのキャビテ
ィ後端部に光出口面を有する光源を収容し、音響パネル
が音響パネルに対する法線に沿って見られた場合、第１
キャビティ壁が光源の光出口面を隠し、音響パネルは音
低減材料を更に含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各キャビティが、第１キャビティ壁と、第２キャビティ壁と、前記第１キャビティ壁と
前記第２キャビティ壁との間のキャビティ開口部と、キャビティ後端部と、を有する１つ
又は複数の長尺状のキャビティを含む、音響パネルであって、
　前記長尺状のキャビティの１つ又は複数においては、前記長尺状のキャビティが前記キ
ャビティ後端部に、光出口面を有する光源を収容し、
　前記光源が前記キャビティ開口部から発する光源光を提供し、
　前記音響パネルが前記音響パネルに対する法線に沿って見られた場合、前記第１キャビ
ティ壁又は前記第２キャビティ壁が前記光源の前記光出口面を隠し、
　前記音響パネルが音低減材料を更に含む、
音響パネル。
【請求項２】
　前記長尺状のキャビティの１つ又は複数においては、前記第１キャビティ壁及び前記第
２キャビティ壁が拡散反射性の材料を含む、請求項１に記載の音響パネル。
【請求項３】
　前記長尺状のキャビティの１つ又は複数においては、前記第１キャビティ壁及び前記第
２キャビティ壁が前記キャビティ後端部までテーパ状になり、０°＜γ＜９０°の範囲内
の値を有するキャビティ開口部角度γを画定する、請求項１又は２に記載の音響パネル。
【請求項４】
　３５°≦γ≦７５°である、請求項３に記載の音響パネル。
【請求項５】
　前記長尺状のキャビティが平行に配置されている、請求項１乃至４のいずれか一項に記
載の音響パネル。
【請求項６】
　支持フレームに連結された、平行配置された長尺状のバーを備える当該支持フレームを
含み、前記長尺状のバーが音低減材料を含み、前記長尺状のバーが、更に、２つの隣接す
る長尺状のバーの間に前記長尺状のキャビティを提供し、前記音響パネルが複数の前記長
尺状のキャビティを含む、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の音響パネル。
【請求項７】
　１つ又は複数のキャビティにおいては、前記第１キャビティ壁が前記音響パネルに対す
る法線とで１５乃至６５°の範囲内の第１キャビティ壁角度を有し、前記第２キャビティ
壁が前記音響パネルに対する法線とで２５乃至８０°の範囲内の第２キャビティ壁角度を
有し、前記第１キャビティ壁角度が前記第２キャビティ壁角度よりも小さい、請求項１乃
至６のいずれか一項に記載の音響パネル。
【請求項８】
　前記第１キャビティ壁が１５乃至３５°の範囲内の第１キャビティ壁角度を有し、前記
第２キャビティ壁が３５乃至５５°の範囲内の第２キャビティ壁角度を有する、請求項７
に記載の音響パネル。
【請求項９】
　複数の長尺状のキャビティを含み、前記音響パネルの前記複数の長尺状のキャビティが
２乃至２５ｃｍの範囲内のピッチを有する、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の音響
パネル。
【請求項１０】
　１つ又は複数の長尺状のキャビティが複数の光源を含む、請求項１乃至９のいずれか一
項に記載の音響パネル。
【請求項１１】
　前記音響パネルが、前記１つ又は複数の長尺状のキャビティ又は長尺状のキャビティ部
分を含む音低減材料のパネル要素を含む、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の音響
パネル。
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【請求項１２】
　反射グレア低減バーを更に含み、前記反射グレア低減バーは、前記１つ又は複数の長尺
状のキャビティに対して垂直に構成され、前記音響パネルに垂直且つ前記反射グレア低減
バーに平行な面内における前記光源からの光線による、前記音響パネルの前にある物品の
直接照明を遮断する及び／又は前記光源からの光線の方向を変える、請求項１乃至１１の
いずれか一項に記載の音響パネル。
【請求項１３】
　支持フレームの両側に前記１つ又は複数の長尺状のキャビティを含み、１つ又は複数の
光源が前記音響パネルの両側から出る光を提供する、請求項１乃至１２のいずれか一項に
記載の音響パネル。
【請求項１４】
　机間仕切り又は部屋間仕切りとしての請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の音響パ
ネルの使用。
【請求項１５】
　オープンオフィス内における視覚及び聴覚のプライバシーを強化すると同時に机におけ
る作業用照明を提供するための請求項１４に記載の音響パネルの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は音響パネル及びその使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　当技術分野において音響パネルは周知である。米国特許出願公開第２００３１６３９６
７号は、例えば、パネルスクリーン又は部屋間仕切りシステムのための接合アセンブリを
記載する。この接合アセンブリは、ほぞ部品が受容される狭いスロットを有する長手方向
に延在する凹部を備えた第１フレーム部材を含む。ほぞ部品は第２フレーム部材に形成さ
れたスロット状の凹部と係合する。スクリーン又は部屋間仕切りは、その縁端に、第２フ
レーム部材の凹部内に摺動可能に係合可能なフランジを有する少なくとも１つのパネル部
材を更に含む。スクリーン又は部屋間仕切りは、少なくとも２つの垂直フレーム部材であ
って、そのそれぞれに、そこに形成された凹部が設けられている少なくとも２つの垂直フ
レーム部材と、凹部内に嵌合するような形状のフランジを備えた少なくとも２つの連結部
材と、を含む。連結部材の端部表面は傾斜しており、端部と端部とを合わせて配置された
場合に楔作用を生成する傾向がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近頃、オープンプランオフィスに配置される事務員の数が増加している。そのようなオ
フィス内においては、人々が、自身の周囲における不快且つ気が散る音が原因で自身の仕
事をするのに困難を来すという不満が聞かれることが多い。オープンプランオフィスでの
最も気が散る音源は会話、特に、人の会合による会話である。オープンスペースにおける
会話の音を遮断するため、音吸収又は音遮断等の音響低減（acoustic reducing）間仕切
り壁が机の上及び／又は机の間に配置され得る。
【０００４】
　間仕切り壁に関連する課題はそれらが光も遮断することである。これは机における作業
用照明レベルを（天井灯から机への光を遮断することによって）低減するが、それは例え
ば窓の外の眺めも遮断する。後者の作用は、コンピュータスクリーンの輝度と比較した間
仕切り壁の低輝度により疲れ又は眼疲労の原因となる場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　これら課題への共通の解決策は、追加の作業用照明を提供するためのデスクライト、並
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びに机及び間仕切り壁を照明するためにキャビネット又は棚の下に組み込まれた照明であ
る。そのような照明は所望の配光を提供しない場合がある。
【０００６】
　従って、本発明の一態様は、特に上記の欠点の１つ又は複数を少なくとも部分的に更に
取り除く別の音響パネルを提供することである。
【０００７】
　本発明による間仕切り壁は２つの主な目的を有する。第１に、ともすれば１つの机から
別の机に伝播する音波を、例えば、吸収及び／又は遮断することにより、会話及び他の音
によって喚起される人々の不快感が減少される。第２に、間仕切り壁によって遮断され得
る光が組み込み式の実質的にグレアの無い作業用照明と、壁の柔らかい輝度とによって補
償される。組み込み式照明の機能は、照明レベルを最低限必要なレベル（例えば、机にお
いては５００ルクスの作業用照度）に戻すために使用されても良いが、それは、また、人
々の快適さを向上させるために少しの昼光があるエリアの照明レベルを高めるために使用
されても良い。更に、明るいコンピュータスクリーンと暗い間仕切り壁との間のコントラ
ストに起因する眼疲労を低減するために柔らかい照明の（soft luminous）効果が使用さ
れても良い。最後に、追加の照明機能（デスクライト、壁ライト）を家具（間仕切り壁）
に組み込むことによってオフィススペースの乱雑さを低減することも本発明の目的である
。
【０００８】
　本発明は、一実施形態においては、厚い（例えば１乃至１０ｃｍ）音低減材料層（例え
ば、メラミンフォーム又はグラスウール）によって被覆された剛性背面（また、音を遮断
しても良い及び／又は特に機械的安定性を提供しても良い）を含む音吸収及び／又は音遮
断パネル等の音低減パネルを提供する。音低減層は、層内に、一実施形態においては、光
学的に拡散する反射層（例えば、白色塗料又は不織繊維）で被覆されている長尺状の（テ
ーパ状の）採光孔（funnel）又はスリット（本明細書中においては長尺状のキャビティと
も示される）を含む。長尺状のキャビティは、特に、長尺状のキャビティ軸線に対して垂
直な方向にテーパ状になっても良く、特に、各長尺状のキャビティはキャビティの後端部
に配置された１つ又は複数の光源を収容し、（照明されると）長尺状のキャビティの長さ
のかなりの部分にわたり長尺状のキャビティのキャビティ開口部（の広い方の端部）から
光を提供する。長尺状のキャビティは、従って、一種の長尺状の（非対称）コリメータと
して理解され得る。一実施形態においては、光源は、テーパ状の採光孔又はスリットの狭
い端部等のキャビティ後端部と整列されて背面（また、ヒートシンクとして機能しても良
い）に取り付けられている。光源の光は、従って、キャビティ後端部からキャビティ開口
部に誘導されても良い。しかしながら、照明は直接であっても（長尺状のキャビティの壁
を介した）間接であっても良い。
【０００９】
　一実施形態においては、テーパ状の採光孔又はスリットが適用される。テーパ状の採光
孔又はスリット（即ち、長尺状の（テーパ状の）キャビティ）は少なくともそれらがパネ
ルに対する法線に対して傾斜しているという意味で非対称である。従って、採光孔／スリ
ットの一方の側は光源の直視を遮断しても良く、従って、（直接）グレアを防止する。拡
散的に反射する採光孔／スリットは、直接照明成分（採光孔側によって遮断されない光、
例えば、作業用照明用に使用される）及び間接拡散照明成分（グロー効果（「柔らかい照
明」、上記も参照のこと）を形成しても良い）を提供する。従って、一実施形態において
は、（テーパ状の）キャビティの１つ又は複数の、特に全ての（テーパ状の）キャビティ
の二等分面はパネルに対する法線に対して傾斜している。
【００１０】
　この効果は、原則的に、また、キャビティがテーパ状でない場合に達成されても良いが
、この理由は、キャビティ壁が光源の直視を尚遮断しても良いからである。例えば、両キ
ャビティ壁がパネルに対する法線に対して傾斜していても良い。
【００１１】
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　従って、第１の態様においては、本発明は１つ又は複数の長尺状のキャビティを含む音
響パネルを提供し、各キャビティは、第１キャビティ壁と、第２キャビティ壁と、第１キ
ャビティ壁と第２キャビティ壁との間のキャビティ開口部と、キャビティ後端部（「後端
部」とも示される）と、を有する。長尺状のキャビティの１つ又は複数、特にそれらの全
てにおいては、長尺状のキャビティは、キャビティ後端部において、光出口面を有する光
源を収容し、光源はキャビティ開口部から発する光源光を提供するように構成されており
、音響パネルが音響パネルに対する法線に沿って見られた場合、（光源を収容する前記長
尺状のキャビティの１つ又は複数の）第１キャビティ壁又は第２キャビティ壁は光源の光
出口面を隠し、音響パネルは音低減材料を更に含む。
【００１２】
　特定の実施形態においては、長尺状のキャビティのそれぞれにおいては、長尺状のキャ
ビティは、キャビティ後端部において、光出口面を有する光源を収容し、光源はキャビテ
ィ開口部から発する光源光を提供するように構成されており、音響パネルが音響パネルに
対する法線に沿って見られた場合、第１キャビティ壁又は第２キャビティ壁は光源の光出
口面を隠す。
【００１３】
　一実施形態においては、１つ又は複数の第１キャビティ壁及び１つ又は複数の第２キャ
ビティ壁のうちの１つ又は複数が音低減材料を含む。
【００１４】
　上に示されるように、そのような音響パネルは、有利には、オフィス又は他の部屋にお
いて、音を低減するために使用され得るものであり、それによって、防音及びそのような
部屋内の人の快適さを向上させる一方で、照明もまた向上され得る。これもまた、そのよ
うな部屋内の人の快適さを向上させても良い。音響パネルは、特に、机間仕切り又は部屋
間仕切りとして使用されても良い。そのような実施形態においては、音響パネルは、例え
ば、机に配置されても良い。更に、音響パネルは、従って、オープンオフィス内における
視覚及び聴覚のプライバシーを強化すると同時に机における作業用照明を提供するために
使用されても良い。
【００１５】
　一実施形態においては、第１キャビティ壁は上部キャビティ壁と解釈され得ると共に、
第２キャビティ壁は下部キャビティ壁と解釈され得る。長尺状のキャビティがテーパ状に
なる場合、キャビティ後端部は長尺状のキャビティのテーパ端部と解釈され得る。
【００１６】
　特に、長尺状のキャビティの１つ又は複数、特にそれらの全てにおいては、第１キャビ
ティ壁及び第２キャビティ壁は光反射性材料、特に、拡散的に反射性の材料（更に以下も
参照のこと）を含むことになる。当然、これは、光源を収容する（１つ又は複数の）長尺
状のキャビティに特に当てはまっても良い。
【００１７】
　上に示されるように、各キャビティは、第１キャビティ壁と、第２キャビティ壁と、第
１キャビティ壁と第２キャビティ壁との間のキャビティ開口部と、キャビティ後端部と、
を有する。長尺状のキャビティが光源を収容する場合、長尺状のキャビティ内の光源は、
特に、キャビティ開口部から発出する光源光を提供するように構成されている。従って、
光源からの光、即ち光源光は、キャビティ後端部からキャビティ開口部に移動し、そこか
ら「漏れる」。これは直接光であっても良いが、キャビティ開口部から出る光は、また、
間接光、即ち、第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁の１つ又は複数からの１つ又は複
数の反射の後キャビティ開口部から漏れる光源からの光であっても良い。従って、特にこ
の理由のため、拡散的に反射性の材料はキャビティ壁又はキャビティ壁の層として適用さ
れても良い。
【００１８】
　第１キャビティ壁と第２キャビティ壁は平行に配置されても、テーパ状になる（キャビ
ティ開口部からキャビティ後端部までテーパ状になる）ように配置されても良い。従って
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、第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁はキャビティ後端部までテーパ状になる相互角
又はキャビティ開口部角度を有しても良く、０°≦γ＜９０°、特に０°＜γ＜９０°、
更により特に３５°≦γ≦７５°の範囲内の値を有するキャビティ開口部角度（γ）を画
定する。キャビティ開口部角度はキャビティ長さによって異なっても良いが、別法として
又は付加的に、また、長尺状のキャビティ毎に異なっても良い。遠くから見られた場合、
尚、直接光が認められなくても良い。例えば、表現「法線に沿って見られた」は、パネル
から、パネルの高さの２０倍の距離に配置された観察者に特に関係する。これは以下で更
に説明される。
【００１９】
　従って、特定の実施形態においては、本発明は、長尺状のキャビティの１つ又は複数、
特にそれらの全てにおいては、第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁がキャビティ後端
部までテーパ状になり、０°＜γ＜９０°の範囲内の値、上に示したように、特に３５°
≦γ≦７５°を有するキャビティ開口部角度（γ）を画定することになる音響パネルを提
供する。
【００２０】
　更に特定の実施形態においては、長尺状のキャビティは平行に配置される。従って、そ
のような一実施形態においては、長尺状のキャビティの長尺状のキャビティ軸線は平行に
配置されると共に、単一面内に配置されても良い。
【００２１】
　従って、特定の実施形態においては、本発明は、１つ又は複数の、特に複数の、特に平
行配置された長尺状のキャビティを含む音響パネルを提供する。各キャビティは特にキャ
ビティ後端部までテーパ状になる第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁（第１キャビテ
ィ壁及び第２キャビティ壁）を有し、（第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁が）３５
乃至７５°の範囲内等の、特に０°＜γ＜９０°の範囲内の値を有するキャビティ開口部
角度（γ）を画定する。第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁は特に光反射性材料を含
む。特に各長尺状のキャビティは長尺状のキャビティのキャビティ後端部に光出口面を有
する光源を収容する。音響パネルが音響パネルに対する法線に沿って見られた場合、第１
キャビティ壁は光源の光出口面を隠す。音響パネルは音低減材料を更に含む。
【００２２】
　特に、本発明は、支持フレームであって、前記支持フレームに平行配置された長尺状の
バーが連結された支持フレームを含む音響パネルを提供する。前記長尺状のバーは音低減
材料を含み、前記長尺状のバーは、更に、２つの隣接する長尺状のバーの間に長尺状のキ
ャビティを提供するように構成されている。音響パネルは、複数の前記長尺状のキャビテ
ィ（及び従って特に長尺状のバー）を含む。特に、本明細書中においては、各キャビティ
は支持フレームの方向にテーパ状になる第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁を有し、
３５乃至７５°の範囲内等の０°＜γ＜９０°の範囲内の値を有するキャビティ開口部角
度（γ）を画定し、第１キャビティ壁及び第２キャビティ壁は光反射性材料を含み、各長
尺状のキャビティはキャビティのキャビティ後端部において光出口面を有する光源を収容
し、音響パネルが支持フレームに対する法線に沿って見られた場合、第１キャビティ壁が
光源の光出口面を隠す。
【００２３】
　用語、音響パネルは、音を低減するための特性を有するパネル、一般に、正方形又は矩
形のパネルを意味する。以下、幾つかの音低減材料が記載される。
【００２４】
　種々のタイプの音低減材料が適用されても良い。
【００２５】
　音吸収体材料又は音吸収材料は音反射を除去し、一般に、音の方向を変え、エネルギを
失わせる多くの経路を有する多孔質である。典型的な音吸収材料はファイバーグラス、ロ
ックウール、連続気泡ウレタンフォーム、多孔性メラミンフォーム、重量のあるカーテン
ブランケット（heavy curtain blanket）及び厚い織物壁装材である。吸収体材料は音を
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実質的に遮断しないが、吸音は音及び雑音が移動することを通常は可能にする空気移動を
停止することにより分離を強化し得る。逆に、可撓性非多孔質バリアが低周波数、低音吸
収体として機能しうる。
【００２６】
　音拡散体材料又は音拡散材料は吸収体のように音反射を除去するのではなく音を広範な
領域に散乱することによって音の強度を低減する。多円筒形（polycylindrical）（バレ
ル）形状等の従来の空間的拡散体は、また、低周波数トラップ（low frequency trap）を
兼ねる。バイナリアレイ及びクアドラティック等の一時的音拡散体（temporal sound dif
fuser）は光の回折に類似する方法で音を散乱し、この場合、様々な深さの非平坦面から
の反射のタイミングが音を分散する干渉を生じる。
【００２７】
　遮音材料は、概して、音の透過を防止するため重量があり高密度で中実である。一般的
な材料は乾式壁（石膏、シートロック）である。高い音遮断特性を備えた薄い材料は鉛箔
及び質量充填済みビニル（mass loaded vinyl）である。８分の５インチ石膏、８分の１
インチビニルバリア（vinyl barrier）及び乾式壁の２分の１インチ仕上げ層等の異種材
料のサンドイッチは同等の厚さの乾式壁のみに比べてより効果的に遮断する。音はそれぞ
れの異なる材料においてその速度を変化しなければならないためより多くのエネルギが失
われる。
【００２８】
　音絶縁体材料又は音絶縁材料は、概して、弾性があり、建物の構造的鋼又はコンクリー
ト並びにその配管及びエアハンドリングシステムを通じた音の透過を防止する。典型的な
デバイスは、乾式壁については弾性チャンネル（resilient channel）、床については絶
縁パッド、天井については分離ハンガ（de－coupling hanger）及び壁については、通常
は効果的である遮音材料を通過する音の経路を提供することが多い釘及びねじの強固な連
結を回避するための特殊な接着剤である。
【００２９】
　特に、パネルは音を吸収及び／又は拡散するように構成される。従って、１つ又は複数
の実施形態においては、音響パネルは音吸収及び／又は拡散パネルであり、更により特に
は、音吸収パネルである。従って、一実施形態においては、音低減材料は音吸収材料及び
／又は音拡散材料を含む。
【００３０】
　グレアに関する最良の特性については、キャビティのテーパ状壁の角度はグレアを低減
するように選択されても良い。
【００３１】
　異なる長尺状のキャビティにおいては第１キャビティ壁角度（α）と第２キャビティ壁
角度（β）は異なっていても良いことに留意されたい。パネルが机又は床に配置されてい
ると想定すると、特に光源を含む下部キャビティは、一実施形態においては、０°＜α≦
６５°等の、特に０°を超えるがより小さな第１キャビティ壁角度（α）を有しても良く
、同様に、高部キャビティは１５°≦α≦６５°等、２５°≦α≦６５°等のより大きな
キャビティ角度を有しても良い。
【００３２】
　一実施形態においては、１つ又は複数のキャビティ、特にそれらの全てにおいては、第
１キャビティ壁が、パネルに対する法線とで０°＜α≦６５°の範囲内、特に１５乃至６
５°の範囲内、例えば更により特に２５°≦α≦６５°の第１キャビティ壁角度（α）を
有し、（及び／又は）第２キャビティ壁がパネルに対する法線とで２５乃至８０°等の２
５乃至９０°の範囲内の第２キャビティ壁角度（β）を有し、第１キャビティ壁角度（α
）が第２キャビティ壁角度（β）よりも小さいということになる。特に、１つ又は複数の
キャビティ、特にそれらの全てにおいては、第１キャビティ壁が１５°乃至３５°の範囲
内の第１キャビティ壁角度（α）を有する及び（／又は）第２キャビティ壁が３５乃至５
５°等の４５乃至６５°の範囲内の第２キャビティ壁角度（β）を有するということにな
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る。
【００３３】
　幾つかの実施形態では光の一部が机又は机上の物品によって反射されても良いため、光
出口面の真正面にある（垂直方向に配置された）バーによって更に快適さを向上すること
が可能である。従って、更なる実施形態においては、音響パネルは、長尺状のキャビティ
に対して垂直に構成されており、音響パネルに垂直且つ反射グレア低減バーに平行な面内
における光源からの光線により音響パネルの前にある物品の直接照明を遮断する及び／又
は方向を転換するように構成されている反射グレア低減バーを更に含む。直接光の方向転
換は、例えば、（傾斜したバーの代わりに）透明なプリズム箔を使用することによって達
成されても良い。これらバーは高輝度の源の直視を遮断する一種のルーバとして認識され
得る。事実、第１キャビティ壁は、光出口面を隠すように構成されている場合、従って、
また、ルーバとみなされ得る（同様に、これは第２キャビティ壁が光出口面を隠すように
構成される場合に当てはまり得る）。従って、一実施形態においては、バーは傾斜してい
ても良く、更に別の実施形態においては、バーは透明であっても良いが、光方向転換特徴
を含む。例えば、バーは１つ又は複数の光源の光（各々のバーの背後の光出口面から出る
）を屈折するように構成されても良い。
【００３４】
　従って、最良の特性のためには、長尺状のキャビティは、使用者が光を直接見ることは
できないが、光源の光が例えば机上の作業用照明として使用され得るような方法で傾斜さ
れる。反射キャビティ（即ち反射キャビティ壁）によって反射される光源の光は背景照明
として使用され得ると共に、有利には、昼光の体験に寄与しても良い。
【００３５】
　更に、最良の特性のためには、長尺状のキャビティを別個の光源として認識せず、むし
ろパネルを１つの光源として認識することが望ましくても良い。従って、一実施形態にお
いては、２つの隣接するキャビティ開口部間に実質的に垂直のパネル要素はない。このよ
うにして、光放出キャビティ間の暗い「スペース」が低減されても良く、更には実質的に
排除されても良い。更に、長尺状のキャビティ間の距離が大き過ぎないことが望ましくて
も良い。特定の実施形態においては、音響パネルの複数の長尺状のキャビティは２乃至２
５ｃｍの範囲内、特に４乃至１５ｃｍの範囲内のピッチを有する。このようにして、長尺
状のキャビティ内の光源もそのようなピッチを有する。
【００３６】
　当業者には明白なように、音響パネルの使用時、音響パネルは、音響パネルが支持フレ
ームに対する法線に沿って見られた場合、第１キャビティ壁が光源の光出口面を隠すよう
な態様で配置される。更に別の実施形態においては、音響パネルの使用時、音響パネルは
、音響パネルが支持フレームに対する法線に沿って見られた場合、第２キャビティ壁が光
源の光出口面を隠すような方法で配置される。一実施形態においては、長尺状のバーは屋
根のタイルのように互いに重なる。
【００３７】
　表現「法線に沿って見られた」は、パネルから、パネルの高さの２０倍の距離にある観
察者に特に関係する。そのような観察者が法線に沿って見る場合にキャビティのいずれか
らも（光出口面からの）直接光を認めない場合、従って、第１キャビティ壁（又は第２キ
ャビティ壁）は各々の光出口面を良好に遮断している。観察者とパネルとの間の距離がパ
ネルの高さの１０倍に設定される場合はより厳重な要件が作成され得る。それにもかかわ
らず、これは下部キャビティが上部キャビティよりも小さなキャビティ角度を有すること
を依然として可能にしても良い。換言すると、下部にある長尺状のキャビティほどより大
きなキャビティ開口部角度を有しても良い。
【００３８】
　用語「長尺状のキャビティ」はキャビティ高さを超えるキャビティ長さを有するキャビ
ティに関係する。特に、キャビティ開口部の長さ（幅）（ｃｗ）は長尺状のキャビティの
長さ（Ｌ）よりも実質的に小さい。一実施形態においては、ｃｗ／Ｌ＜１、特に＜０．５
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、更により特に＜０．１である。例えば、長尺状のキャビティは２ｍの長さを有するトレ
ンチであっても良く、第１キャビティ壁と第２キャビティ壁との間のキャビティ開口部は
５乃至２０ｃｍの範囲内において選定されても良く、これは０．０２５乃至０．１の範囲
内のｃｗ／Ｌ比になる。
【００３９】
　長尺状のキャビティは、上に示されるように、特に平行状態で配置される。従って、こ
れは、特に、長尺状のチャネル軸線が平行に配置されることを意味する。長尺状のキャビ
ティは、また、長尺状の溝又は長尺状の、特にテーパ状のトレンチと解釈されても良い。
用語「平行」は、また、０乃至１０°、特に０乃至５°、例えば０乃至２°、０乃至１°
等の範囲内等の、互いに対する小角度等の僅かな偏差を有する配置を含んでも良い。従っ
て、長尺状のチャネル軸線それぞれ又は第１キャビティ壁それぞれ及び第２キャビティ壁
それぞれは互いに対してそのような角度であっても良い。
【００４０】
　長尺状のバーは中空であっても中実であっても良い。長尺状のバーは音低減材料を含ん
でも、完全に音低減材料で作製されても良い。長尺状のバーのキャビティ壁は反射材料で
被覆されても良く、又は反射材がそのような壁に塗布されても良い。
【００４１】
　光の反射及び音の低減の両方に同じ要素が使用されるため、積み重ねられた光学要素及
び音響要素を有する従来の解決策と比較すると大きさ、厚さ及び／又は幅及びコストの低
減が達成される。原則的に、反射材を形成するために任意の光反射音低減材料、例えば、
剛性のフレームに巻回され、及びそれによって支持された詰め綿が適用され得る。しかし
ながら、特に、音低減材料は反射材に典型的な特性、即ち、光に対する高い反射性、十分
な機械強度、耐熱性及び／又は耐炎性等を有するべきである。この点において、耐熱性は
、そのような材料は少なくとも１２０℃の連続的な常用温度（service temperature）に
３０日間耐え得るべきであることを意味し、この点において、耐炎性は、そのような材料
が炎を伝搬しないことを意味する。特に、音低減材料は、特に、例えば、その自重により
変形しないよう十分に剛性があり、（小型）光源を担持することができるよう十分に剛性
があり、指定された熱及び環境条件下においてその予備形成された光学形状をその寿命全
体にわたり維持する。
【００４２】
　特に、反射材は拡散的に反射性であるか、少なくとも高度に拡散性の反射成分を有し、
例えば、反射材は、７０％又は８０％超、又は特に９５％以上拡散的に反射性である、及
び／又は３０％又は２０％未満、又は更には５％以下鏡面的に（specularly）反射性であ
る。拡散する反射材は、鏡面的に反射性の表面としての使用により適した、独立した、平
滑面よりも音の吸収により適した、多孔質構造、連続構造又は粗構造の使用を可能にする
。更に、拡散的に反射性の表面は、オフィス照明及びコンピュータでの作業には特に重要
なグレアのリスクを低減する。拡散的に反射性の表面はスポット照明に必要とされるよう
な正確なビームがややあまり重要でない環境において特に適している。しかし、鏡面的に
反射性の表面が所望される場合、音響的吸収材料は反射性の金属コーティング、例えばア
ルミニウムコーティングで被覆され得る。半鏡面的に（semi－specularly）反射性の反射
材においては、音吸収材料上のサテン仕上げされた白色塗料のコーティングが適切である
。従って、一実施形態においては、反射材料は拡散的に反射性の材料を含む。
【００４３】
　上述の特性の少なくとも１つを有する公知の材料は、可撓性があり軽量で吸音性の連続
気泡フォームであり、塗布されたコーティングによっては約８５％超の反射率を有する熱
硬化性樹脂／熱成形可能な高分子であるメラミン樹脂から作製されているBASFのBasotect
（登録商標）、及び約９９％超の反射率を有する、耐久性のある無黄変のポリマーである
ＰＴＦＥ（ポリ－テトラ－フルオロ－エチレン）から作製された微小多孔質構造であるGo
reのGORE（登録商標）DRP反射材である。特に、キャビティ壁は典型的には８０％乃至９
９．５％の反射率を有する（拡散的に）反射する材料で作製される。
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【００４４】
　従って、一実施形態においては、反射材料は音低減材料で作製される。
【００４５】
　特に、光源は、テーパ状反射材の狭い端部（即ちテーパ状端部にある）等のキャビティ
後端部に配置された光放出表面を含み、前記光放出表面は、少なくとも部分的にキャビテ
ィ開口部の方に向けられており、特に、テーパ状反射材の狭い端部の寸法に実質的に等し
い寸法を有し、テーパ状反射材の広い端部に向かって実質的に拡散する光を放出するため
に使用されている。光源は、一実施形態においては、狭い端部の近傍であっても良く、従
って、光が通過して漏れる可能性のある光学ギャップの可能性を打ち消し、加えて、同量
の光が尚照明システムから出され得る一方で光強度のより低いピーク値を可能にする。特
に、光源の１つ又は複数の出口面はキャビティ開口部の方に向かって（テーパ状の長尺状
のキャビティが適用される場合、例えばテーパ状端部等のキャビティ後端部の方に向かっ
てではなく）構成されている。
【００４６】
　光源は、任意選択的に、テーパ状端部等のキャビティ後端部にある反射材内に配置され
ても良い。
【００４７】
　本発明による照明システムの更なる効果は、グレア要件に適合する照明システムを得る
ための解決策が比較的費用効果的であるということである。多くの場合、公知の照明シス
テムにおいては、グレア値を制限するためにプリズムプレート／シートが使用される。そ
のようなプリズムシートは比較的高価であり、公知の照明システムにおけるプリズムシー
トの適用は比較的費用がかかる。また、例えば蛍光光源によって生成されるグレアを制限
するためのルーバの配置には比較的時間がかかり、従って、比較的費用がかかるが、その
ような使用は排除されない。テーパ状の反射材は、例えば、高度に拡散的に反射性のフォ
ームから比較的費用効果的に作成されても良く、例えば熱成形法を使用して成形される。
【００４８】
　任意選択的に、光源の下流側であるが、例えばテーパ状端部、例えば更には光源と物理
的接触しているキャビティ後端部の近傍に、（更に）散乱要素が配置されても良い。これ
は上述の任意の反射性のグレア低減バーに加えて又はその代わりとしても良い（上記も参
照のこと）。例えば、半透明な窓が適用されても良い。
【００４９】
　用語「上流側」及び「下流側」は、光発生手段（ここでは特に光源）からの光の伝播に
対する物品又は特徴の配置に関連し、光発生手段からの光のビーム内の第１の位置に対し
、光のビーム内の、光発生手段により近い第２の位置が「上流側」、光のビーム内の、光
発生手段から更に離れた第３の位置が「下流側」である。
【００５０】
　光源は任意の光源とされ得るが、（従って）特に実質的に可視で発光することができる
光源である。従って、一実施形態においては、光源は白色発光デバイスを含む。光源とい
う用語は、特にＬＥＤ（発光ダイオード）に関連しても良い。特定の実施形態においては
、光源は固体ＬＥＤ光源（ＬＥＤ又はレーザダイオード等）を含む。
【００５１】
　用語「光源」は、また、２乃至１００個の（固体）ＬＥＤ光源等の複数の光源に関連し
ても良い。特に、キャビティ内の光源は特に実質的にキャビティの全長にわたり光の長尺
状のビームを提供するように構成されている。従って、使用時、バーはキャビティから出
る光の長尺状のビームと交互に配置される。キャビティ内の光源は光出口面を有する。従
って、一実施形態においては、光源は複数の光出口面を有する光源を含む及び／又は別の
実施形態においては、１つ又は複数の長尺状のキャビティは複数の光源を含む。一実施形
態においては、光源は複数の光出口面を含む長尺状の光源である。例えば、これは光取り
出し構造（light outcoupling structure）を備えた長尺状の導波管とされ得る。上に示
したように、特に、光源は発光ダイオード（ＬＥＤ）を含む。
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【００５２】
　キャビティが複数の光出口面を含む場合においては、光出口面間のピッチは、特に２乃
至２５ｃｍの範囲内、特に４乃至１５ｃｍの範囲内であっても良い。
【００５３】
　フレームはバーのような開放フレーム（使用時垂直方向に配置される）であっても、垂
直バー間に配置された水平バーを含む開放フレームであっても、任意の他の種類のフレー
ムであっても良い。一実施形態においては、パネルは長尺状のバーに平行で支持フレーム
に対する法線を含む面内に曲率を持って湾曲している場合がある。支持フレームは、一実
施形態においては、バーを保持する背骨であっても良く、任意選択的に、また、光源であ
っても良い。バー及び任意選択的に光源は当技術分野において公知のコネクタによりフレ
ームに連結されても良い。一実施形態においては、フレームは閉じられている、即ち、そ
れは板である。付加的に又は別法として、パネルがフレームを含む場合、フレームは音低
減又は音遮断材料を含んでも良い。
【００５４】
　フレームは、任意選択的に、また、光源のためのヒートシンク機能を有しても良い。任
意選択的に、フレームは、また、個々の光源を制御するように構成されている１つ又は複
数の制御ユニット及び電力を光源に適した電力に変換するための変圧器等の電子デバイス
を含む。
【００５５】
　長尺状のバーはフレームの一方の側に構成されても良く、又はバーがフレームの両側に
存在しても良い。バーが両側にある場合、フレームの両側に延在する単一バーが適用され
ても良く、又は両側にある個々のバーが適用されても良い。従って、一実施形態において
は、音響パネルはフレームの両側に前記長尺状のキャビティを含み、光源が音響パネルの
両側から出る光を提供するように構成されている。
【００５６】
　一実施形態においては、音響パネルは、また、フレーム無しであっても良い。特定の実
施形態においては、音響フレームは、長尺状のキャビティが中に設けられると共に光源が
キャビティの後端部に配置された音響材料のパネルを含む。
【００５７】
　更に、音響パネルは１つ又は複数の部品を含んでも良い。従って、単一パネルは１つの
一体型ユニットであっても、又は２つ以上のパネル要素を含んでも良い。これらパネル要
素は、例えば、隣接するパネルの長尺状のキャビティが１つの長尺状のキャビティを形成
することを可能にするよう縁端間の物理的接触において互いに隣接して配置されても良い
。従って、一実施形態においては、音響パネルは、前記複数の長尺状のキャビティ又は長
尺状のキャビティ部分を含む音低減材料のパネル要素を含む。特に、一実施形態において
は、音響パネルは音低減材料の複数のパネル要素を含み、各パネル要素は長尺状のキャビ
ティ部分を含む。隣接するパネル要素は音響パネルを提供するように構成されても良い。
【００５８】
　音響パネルは任意の寸法を有しても良いが、特に、１４０乃至１９０ｃｍの範囲内、特
に１５０乃至１８５ｃｍにおいて選定された高さ、又は７０乃至１２５ｃｍの範囲内、特
に８０乃至１２０ｃｍにおいて選定された高さを有する。前者の高さが部屋間仕切り（オ
フィス間仕切り）に特に適しても良く、後者の高さが特に机間仕切りに適しても良い。
【００５９】
　本明細書中における、「実質的に全ての放出（substantially all emission）」又は「
実質的に成る（substantially consists）」等の中にある用語「実質的に（substantiall
y）」は当業者には理解されよう。用語「実質的に（substantially）」は、また、「全体
的に（entirely）」、「完全に（completely）」、「全て（all）」等を有する実施形態
を含んでも良い。従って、実施形態においては、実質的にという形容詞は、また、排除さ
れても良い。該当する場合には、用語「実質的に」は、また、９０％以上、例えば９５％
以上、特に９９％以上、更により特に１００％を含む９９．５％以上に関連しても良い。
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用語「含む（comprise）」は、用語「含む（comprises）」が「から成る（consists of）
」を意味する実施形態も含む。
【００６０】
　更に、明細書及び特許請求の範囲において、用語、第１の、第２の、第３の等は類似の
要素間を区別するために使用されるものであり、必ずしも連続的又は時系列の順序を記載
するためではない。このように使用される用語は適切な状況下において入れ替え可能であ
り、本明細書中に記載される本発明の実施形態は本明細書中に記載される又は示されるも
の以外の順序で動作可能であることは理解されるべきである。
【００６１】
　本明細書中のデバイスは動作中に記載される数ある中の一例である。当業者には明白な
ように、本発明は動作の方法又は動作中のデバイスに限定されるものではない。
【００６２】
　上述の実施形態は本発明を限定するのではなく説明するものであり、当業者であれば多
くの別の実施形態を添付の特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく設計することがで
きることに留意されたい。特許請求の範囲においては、括弧間に配置された任意の参照符
号は特許請求の範囲を限定するものと解釈されるものではない。動詞「を含む（to compr
ise）」及びその活用形の使用は特許請求の範囲に記載されたもの以外の要素又はステッ
プの存在を排除しない。要素に先行する冠詞「a」又は「an」は複数のそのような要素の
存在を排除しない。本発明は幾つかの異なる要素を含むハードウェア及び適切にプログラ
ムされたコンピュータによって実装されても良い。幾つかの手段を列挙するデバイスクレ
ームにおいては、これら手段の幾つかは同一のハードウェア物品によって具現化されても
良い。相互に異なる従属請求項に特定の処置が列挙されているという単なる事実はこれら
処置の組み合わせが有利に使用され得ないことを示すものではない。
【００６３】
　本発明は、更に、明細書に記載される及び／又は添付の図面に示される特徴事項（char
acterizing feature）の１つ又は複数を含むデバイスに適用する。
【００６４】
　この特許に記載される種々の態様は更なる利点を提供するために組み合わせられ得る。
更に、特徴の幾つかは１つ又は複数の分割出願の基礎を形成し得る。
【００６５】
　本発明の実施形態が、ここで、対応する参照符号が対応する部品を示す添付の概略図を
参照して単に例として記載される。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１ａ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｂ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｃ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｄ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｅ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｆ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｇ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｈ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｉ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図１ｊ】本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【図２ａ】音響パネルの光源の幾つかの実施形態を概略的に示す。
【図２ｂ】音響パネルの光源の幾つかの実施形態を概略的に示す。
【図２ｃ】音響パネルの光源の幾つかの実施形態を概略的に示す。
【図３ａ】音響パネルの幾つかの用途を概略的に示す。
【図３ｂ】音響パネルの幾つかの用途を概略的に示す。
【図４ａ】音響パネルの幾つかの更なる実施形態を概略的に示す。
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【図４ｂ】音響パネルの幾つかの更なる実施形態を概略的に示す。
【図４ｃ】音響パネルの幾つかの更なる実施形態を概略的に示す。
【図４ｄ】音響パネルの幾つかの更なる実施形態を概略的に示す。
【図４ｅ】音響パネルの幾つかの更なる実施形態を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
　図面は必ずしも一定の縮尺ではない。
【００６８】
　図１ａ乃至１ｊは、本発明の幾つかの実施形態及び変形形態を概略的に示す。
【００６９】
　図１ａは、音響パネル１００の一実施形態を側面図において概略的に示す。音響パネル
１００は、支持フレーム１１０に連結された、平行配置された長尺状のバー１２０を備え
た支持フレーム１１０を含む。長尺状のバー１２０は参照符号２で示される音低減材料を
含む。
【００７０】
　図から分かるように、長尺状のバー１２０は隣接する長尺状のバー１２０の間に長尺状
のキャビティ１３０（キャビティ１３０とも示される）を提供するように構成されている
。その結果、音響パネル１００は複数の前記長尺状のキャビティ１３０を含む。
【００７１】
　各キャビティ１３０は、支持フレーム１１０の方向にテーパ状になり、例えば３５乃至
７５°の範囲内の値を有するキャビティ開口部角度γを画定する第１キャビティ壁１３１
及び第２キャビティ壁１３２を有する。
【００７２】
　キャビティ１３０は、二等分線（面）とみなされ得るキャビティ軸線（又は実際には面
）７７を有する。この二等分線（面）はフレーム１１０に対する法線１１３とで例えば１
５乃至８０°の範囲内の角度δを有する。パネル１００の使用時、この面を音響パネル１
００から見た場合この二等分線（面）は地面の表面の方を向いても良い（しかしながら、
他の実施形態もまた可能である。以下も参照のこと）。音響パネル１００が支持フレーム
１１０に対する法線に沿って見られた場合、第１キャビティ壁１３１は光源１０の光出口
面１２を隠す。
【００７３】
　第１キャビティ壁１３１及び第２キャビティ壁１３２は、一実施形態においては、光反
射性材料を含んでも良い。これは、コーティング等の別個の反射材であっても良く、音響
材料２もまた光反射特性を有しても良い。反射材は、参照符号１１３１（第１キャビティ
壁反射材）及び１１３２（第２キャビティ壁反射材）によってそれぞれ示される。
【００７４】
　各長尺状のキャビティ１３０は、キャビティ１３０の後端部１３８（ここでは、テーパ
状端部）に、光出口面１２を有する光源１０を収容する。この光源１０はフレームに連結
されても良い。概して、各長尺状のキャビティに複数の光源又は少なくとも複数の光出口
面が適用される。キャビティ後端部は長尺状のキャビティの一端であり、キャビティ開口
部はキャビティ１３０の他端である。図１ａにおいて、各キャビティ１３０が光源１０（
又は複数の光源）を収容するということは実施形態の１つの例である。
【００７５】
　ここで、各第１キャビティ壁１３１は音響パネルに対する法線（又はこの場合、また、
支持フレーム１１０に対する法線）とで第１キャビティ壁角度αを有し、前記角度αは特
に１５乃至６５°の範囲内である。更に、各第２キャビティ壁１３２は支持フレーム１１
０に対する法線とで第２キャビティ壁角度βを有し、前記角度βは特に２５乃至８０°の
範囲内である。第１キャビティ壁角度αは第２キャビティ壁角度βよりも小さい。このよ
うにして、非対称にテーパ状になるキャビティが得られる。
【００７６】



(14) JP 2015-532691 A 2015.11.12

10

20

30

40

50

　参照符号ｐは、複数の長尺状のキャビティ１３０間のピッチ、及びそれによって、また
、各々の長尺状のキャビティ１３０内の光源間のピッチを示す。
【００７７】
　参照符号ＬＳは、パネル１００が地面の表面に垂直な直立位置にある場合の第１の視線
を示し、パネル１００の前の観察者は、観察位置を、特定のキャビティ１３０内の光源１
０の出口面１２が光源上の長尺状のバーによって隠れる位置から、その光源の光出口面が
見える第１の位置まで下方に変更する。別法として、この視線は、特定の光源１０の光出
口面の最下部と、参照符号１３５で示される、前記光源上のバーの第１キャビティ壁の端
部先端（端又は縁端）とを相互に連結する線と定義され得る。表面に対する法線とこのＬ
Ｓ線との角度は参照符号θで示される。この角度θの値は、特に１５乃至６５°の範囲内
、更に特に１５乃至３５°の範囲内である。本場合においては長尺状のキャビティを扱っ
ているため、視線は、また、視面（plane of sight）に関連しても良い。
【００７８】
　参照符号１３９は、長尺状のキャビティ１３０の軸線又は長軸線（elongation axis）
又は長尺状の軸線を示す。１つの音響パネル１００の長尺状のキャビティの長軸線１３０
は、好ましくは実質的に平行配置されていることに留意されたい。更に、それらは実質的
に単一面内にある。法線１１３は（長軸線１３０の）そのような面に垂直になるように構
成される。
【００７９】
　高さＨが１５０ｃｍであると想定すると、音響パネル１００から１０*１５０ｃｍの距
離にある観察者が法線１１３に沿って見た場合、直接照明を知覚しない。従って、第１キ
ャビティ壁１３１（又は他の実施形態においては第２キャビティ壁１３２、以下を参照の
こと）はそのような距離にあるそのような観察者から光出口面１２を隠す。従って、第１
キャビティ壁端部先端１３５の背後（又は、他の実施形態においては、第２キャビティ壁
１３２の端部先端１３６の背後、以下を参照のこと）に、光出口面１２がそのような観察
者から隠される。
【００８０】
　参照符号Ｗは、長尺状のキャビティ１３０の幅（又は深さ）を示す。この幅は、例えば
、０．５乃至２０ｃｍの範囲内、特に１乃至２０ｃｍ、例えば１乃至１０ｃｍ、例えば少
なくとも２ｃｍであっても良い。
【００８１】
　図１ｂは、長尺状のバーのタイル的配置を概略的に示す。図１ｂは、音響パネル１００
の斜視図を概略的に示す。
【００８２】
　パネルの高さは文字Ｈによって示され、パネルの長さは文字Ｌによって示される。キャ
ビティ１３０及び長尺状のバーは全て実質的に長さＬを有することに留意されたい。長尺
状のキャビティ１３０は長軸線１３９を有する。当業者には明白なように、これら長軸線
１３９は一般に平行に配置されている。複数の長尺状のキャビティの長軸線１３０は一般
に単一面内にある。本明細書中で音響パネル１００に対する法線として上記した法線１１
３は、従って、また、複数の長軸線１３９を含むそのような面に垂直となるように構成さ
れる。
【００８３】
　概して、図１ｂに見られるように、キャビティの縁端は、これが配光に作用しても良い
ため閉じられない。
【００８４】
　音吸収材料等の音低減材料はそのような特性を有する任意の材料とされ得る。更に、特
にそのような材料はコーティングを通過する音の伝播を遮断することなく光を良好に反射
する材料で被覆されても良い。そのようなコーティングは例えば音響天井タイルの分野に
おいて周知である。微小多孔プラスチックパネルの場合においては、パネルは単純に白に
塗装されても良く（穴を塗料で埋めることのないよう注意が払われる）、パネル材料は白



(15) JP 2015-532691 A 2015.11.12

10

20

30

40

50

色プラスチックであっても良い。
【００８５】
　任意選択的に、音響パネルは複数のサブユニットを含む。この変形形態も図１ｂに概略
的に示される。ここで、音響パネル１００は音低減材料を含む複数（ここでは２つ）のパ
ネル要素１１００を含み、各パネル要素１１００は長尺状のキャビティ部分１１３０を含
む。異なるパネル要素１１００の隣接する長尺状のキャビティ部分１１３０が複数のパネ
ル要素１１００全体にわたり長尺状のキャビティ１３０を形成することを可能にするため
、パネル要素１１００は互いに対して配置され得るか、更には互いに連結され得る。
【００８６】
　図１ａ及び図１ｂ（及びまた、本明細書中に記載される他の実施形態）を参照すると、
各長尺状のキャビティ１３０は、従って、第１の面１３１と第２の面１３２とによって形
成され、光源１０が配置されても良いキャビティ後端部１３８と、参照符号１１で示され
る光源光がキャビティからキャビティ開口部２３０を通じて漏れても良いキャビティ開口
部２３０と、を有する。このようにして、１つ又は複数の長尺状のキャビティ１３０から
光が発出しても良い（照明ユニットとしての音響パネルの使用時）。キャビティ開口部２
３０は参照符号ｃｗで示される高さを有する。これは、概して、第１キャビティ壁１３１
の第１キャビティ壁端部先端１３５と第２キャビティ壁１３２の第２キャビティ壁端部先
端１３６との間の距離である。特にこれら端部先端はキャビティ開口部２３０を画定する
。第１キャビティ壁端部先端は一種の水平線であり、観察者はそれを越えて（ここでは上
方）各々の光源の光出口面を直接見ることができなくても良く、第２キャビティ壁端部先
端は一種の水平線であり、観察者はそれを越えて（ここでは下方）各々の光源の光出口面
を直接見ることができなくても良い。キャビティ開口部１３０は例えば２乃至１０ｃｍの
範囲内の高さ又は幅ｃｗ（キャビティ幅）を有しても良い。長尺状のキャビティの長さＬ
は、例えば、１乃至５ｍの範囲内であっても良い。
【００８７】
　図１ｃ及び図１ｄは、幾つかの別の実施形態を概略的に示す。前者ではキャビティ壁１
３１及び１３２は真直であり、後者ではこれら壁は湾曲している。第１キャビティ壁１３
１の長さは参照符号Ｌ２で示される。湾曲した第１キャビティ壁１３１が適用される場合
においては、長さは第１キャビティ壁の開始点（onset）と端部先端１３５との間の直線
の長さと定義され、同様に、湾曲した第２キャビティ壁１３２が適用される場合において
は、長さは第２キャビティ壁の開始点と端部先端１３６との間の直線の長さと定義される
。ここで、第１キャビティ壁は凸状に湾曲している。凹状に湾曲した第１キャビティ壁は
適用されなくても良い。上部及び第２キャビティ壁１３１，１３２の角度は、また、第１
キャビティ壁の開始点と端部先端１３５との間の直線と第２キャビティ壁１３２の開始点
と端部先端との間の直線のフレームに対する法線との角度と解釈される。第２キャビティ
壁１３２の端部先端（又は縁端）は参照符号１３６で示される。
【００８８】
　光源は高さＨ２を有する出口面１２を有する。光出口面１２は第１キャビティ壁１３１
まで非ゼロの距離ｄ１を有しても良いが、概して、この距離ｄ１は小さく維持される。ｄ
１＋Ｈ２の長さは特に第１キャビティ壁の長さＬ１よりも大幅に小さい。例えば、Ｌ１／
（ｄ１＋Ｈ２）＞２、特に＞５、例えば＞１０である。特に、別法として又は付加的に、
Ｗ／（ｄ１＋Ｈ２）＞２（図１ａも参照のこと）である。
【００８９】
　図１ｃ及び図１ｄは、本明細書では上部バー１２１及び下部バー１２２とも示される２
つのバー１２０のみを概略的に示す。しかしながら、１つのキャビティの下部バーは別の
キャビティの上部バーであっても良いことに留意されたい（図１ａ乃至１ｂ及び１ｅを参
照のこと）。従って、音低減特性を有するこれら長尺状のバー１２０は更に簡便に（長尺
状の）バー１２０と示される。
【００９０】
　図１ｅは、フレームの両側に音響材料２を備えた長尺状のバー１２０を有する音響パネ
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ルの一実施形態を概略的に示す。フレーム１１０の両側において同じ高さにあるバー１２
０は、任意選択的に、単一の長尺状のバー１２０であっても良い。同様に、任意選択的に
、音響パネル１００の両側から出る光を提供するための光源１０は、蛍光管等の、光を反
対方向に提供することができる光源であっても良い。しかしながら、特定の実施形態にお
いては、ＬＥＤ等の光源がフレーム１１０の両側に適用され、１つのキャビティを通じて
１つの方向に光を提供するように構成されている。
【００９１】
　例えば図１ａにおいては、隣接する長尺状のキャビティ１３０間に垂直要素がある一方
で、図１ｅにおいては、隣接する長尺状のキャビティ１３０間に実質的に垂直要素（又は
面）がないことに留意されたい。垂直要素は、パネルのキャビティ開口部側に配置され、
音響パネル１００を通る面に平行する要素である。図１ａ及び図１ｅでは、音響パネルを
通る面は図面の面に垂直になるように構成され、図１ｆでは、そのような面は図面の面内
にある。
【００９２】
　図１ｆは、音響パネル１００の裏側から見られた一実施形態を概略的に示す（バー１２
０が後部に（もはや）ないと想定する）。ここで、長尺状のバー１２０が連結された２つ
のパイルのフレームのみが示される。長尺状の光源１０は、また、それら２つのパイルに
連結されても良い。全ての他の種類のフレームが可能であっても良いことに留意されたい
。
【００９３】
　図１ｇ及び図１ｈは、また、上に示された実施形態及び変形形態に適用されても良い幾
つかの変形形態を概略的に示す。図１ｈの鋸歯式変形形態は図１ｇのように高い長尺状の
バー１２０を備えたパネルと比較してより小さなピッチを可能にする。図１ｈは、また、
キャビティ後端部１３８の高さを示し、この高さは参照符号Ｈ１で示される。特に、Ｈ１
≒Ｈ２である（また、上記を参照のこと）。参照符号１１１は直接光を示し、参照符号１
１２は反射性の壁によって反射した光を示す。従って、光源光１１は直接光１１１及び間
接光１１２に至っても良い。
【００９４】
　図１ｈ（及びまた、図１ｅ）は、（図１ａ乃至１ｄ及び１ｇに示されるように）採光孔
又はスリット間における音響吸収材料の垂直面が（実質的に）なくスリット又は採光孔が
連続的な領域を形成する本発明の好適な実施形態を示す。この実施形態においては、採光
孔又はスリット間の暗領域が実質的になく全領域が拡散的に照明される。これは輝度の強
いコントラストを防止し、従って、眼疲労を防止する。
【００９５】
　図１ｉ及び図１ｊは、音響パネル１００が反射グレア低減バー１４０を更に含み、反射
グレア低減バー１４０が長尺状のキャビティ１３０に対して垂直に構成されており、音響
パネル１００に垂直且つ反射グレア低減バー１４０に平行な面内における光源１０からの
光線による、音響パネルの前にある物品の直接照明を遮断するように構成されている実施
形態を概略的に示す。図１ｉは側面図であり、図１ｊは斜視図である。これら反射グレア
低減バー１４０の高さは参照符号Ｈ３で示される。これら実施形態においては、反射グレ
ア低減バー１４０の高さＨ３はパネル１００の高さＨとほぼ同じであることに留意された
い。これらバーは光出口面１２がＬＥＤの場合のようなディスクリートな表面である場合
のみに適用されても良い。その場合、バーの幅は光出口面のディスクリートな表面の幅の
１乃至２０倍の範囲内であっても良い。
【００９６】
　図２ａ乃至２ｃは、キャビティから出る光の長尺状のビームを提供することができる光
源の幾つかの実施形態を概略的に示す。図２ａは、光出口面１２を提供する光取り出し構
造を備えたファイバ又は導波管等の長尺状の光源１０を概略的に示す。従って、参照符号
５１０で示される長尺状の光源が示される。長尺状の光源５１０の長さはＬ３で示され、
パネル１００の長さＬの８０乃至１００％、特に９０乃至１００％、例えば更には９５乃
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至１００％の範囲内であっても良い。図２ｂは、複数の光源を有するバーを概略的に示す
。光源バーは参照符号６１０で示される。例えば、これは複数のＬＥＤを備えたユニット
であっても良い。光出口面１２のピッチは参照符号Ｐ１で示され、特に小さく、例えば、
約２０ｃｍ以下の範囲内、特に１０ｃｍ以下の範囲内である。
【００９７】
　別法として又は付加的に、光出口面のピッチはキャビティ１３０の幅（深さ）よりも小
さくなるように画定される。従って、一実施形態においては、Ｗ＞Ｐ１、例えばＷ／Ｐ１
＞１．５、例えばＷ／Ｐ１＞２である。
【００９８】
　しかしながら、上に示されるように、長尺状のキャビティは、また、蛍光管等の単一の
長尺状の光源を含んでも良い。
【００９９】
　図２ｃは、（単に）ＬＥＤ等の複数の光源が例えば支持体１１１０上に設けられた一実
施形態を概略的に示す。支持体はフレーム１１０の一部であっても良い（又は既存のフレ
ームに連結されても良い）。
【０１００】
　図３ａ及び図３ｂは、それぞれ机間仕切り１０１及び部屋間仕切り１０２としての音響
パネルの用途を概略的に示す。参照符号７は作業領域を示す。参照符号１１１は直接光を
示し、参照符号１１２は反射性の壁によって反射された光を示す。これらタイプのパネル
１００は、部屋の音響並びに作業用照明及び／又は昼光の改善を必要としている分野、例
えば、オープンプランオフィス、レストラン、図書館、病室で使用するのに適している。
【０１０１】
　しかしながら、音響パネル１００は、また、本明細書中に記載される及び又は示される
もの以外の用途において使用されても良い。
【０１０２】
　図４ａは、図１ａ、１ｂ及び１ｅに概略的に示されるものに類似する音響パネル１００
の一実施形態を概略的に示す。例として、長尺状のキャビティ１３０のそれぞれが光源１
０を含むわけではない。図４ｂは、第１キャビティ壁１３１と第２キャビティ壁１３２と
が平行に配置されているが、両方とも法線１１３に対して非ゼロ角度である一実施形態を
概略的に示す。従って、この実施形態においても、光源１０又は更に特にそれらの光出口
面１２は第１キャビティ壁１３１（例４ａ乃至４ｂを参照のこと）又は上部キャビティ壁
である第２キャビティ壁１３２によって隠されている。図４ｃは、キャビティが別の方向
に向くこと以外は図４ａと実質的に同じである。例えば、図４ｃの実施形態は図４ａの音
響パネル１００が上下逆に配置される場合に得られる可能性がある。これは本明細書中に
概略的に示される他の実施形態にも当然当てはまっても良いことに留意されたい。図４ｄ
は、長尺状のキャビティが、法線１１３に対して異なる角度を形成するキャビティ軸線（
又は実際には面）７７（二等分線（面）とみなされ得る、上記も参照のこと）を有する一
実施形態を概略的に示す。又は換言すると、キャビティ軸線又は面７７は非ゼロの相互角
を有する。図４ｅは、長尺状のキャビティ１３０が湾曲した一実施形態を概略的に示す。
ここでは、全ての長尺状のキャビティが湾曲しているが、一実施形態においては、サブセ
ット（subset）のみが湾曲していても良い。従って、この実施形態における長軸線１３９
は湾曲している。概略的に示される実施形態においては、長尺状のキャビティ１３０は尚
平行配置されていることに留意されたい。
【０１０３】
　音響パネルが机間仕切りとして構築され、使用された。直接光が机の背後に座っている
観察者により見えることなく机の実質的に同質の照明が得られた。
【０１０４】
　更に、バー有り及び無しで音響パネルの光シミュレーションが実施された。これらシミ
ュレーションから、そのような音響パネルの背後では良好な配光が達成され得ることが結
論付けられ得る。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月28日(2014.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各キャビティが、第１キャビティ壁と、第２キャビティ壁と、前記第１キャビティ壁と
前記第２キャビティ壁との間のキャビティ開口部と、キャビティ後端部と、を有する１つ
又は複数の長尺状のキャビティを含む、音響パネルであって、
　前記長尺状のキャビティの１つ又は複数においては、前記長尺状のキャビティが光出口
面を有する光源を収容し、
　前記光源が前記キャビティ開口部から発する光源光を提供し、
　前記音響パネルが前記音響パネルに対する法線に沿って見られた場合、前記第１キャビ
ティ壁又は前記第２キャビティ壁が前記光源の前記光出口面を隠し、
　前記音響パネルが音低減材料を更に含み、
　前記音響パネルが、前記キャビティ後端部において前記光源を保持する支持フレームを
更に含み、前記長尺状のキャビティの１つ又は複数においては、前記第１キャビティ壁及
び前記第２キャビティ壁が前記キャビティ後端部までテーパ状になり、０°＜γ＜９０°
の範囲内の値を有するキャビティ開口部角度γを画定することを特徴とする、
音響パネル。
【請求項２】
　前記長尺状のキャビティの１つ又は複数においては、前記第１キャビティ壁及び前記第
２キャビティ壁が拡散反射性の材料を含む、請求項１に記載の音響パネル。
【請求項３】
　前記キャビティは、前記キャビティ間における前記音響吸収材料の垂直面がなく連続的
な領域を形成する、請求項１又は２に記載の音響パネル。
【請求項４】
　３５°≦γ≦７５°である、請求項１に記載の音響パネル。
【請求項５】
　前記長尺状のキャビティが平行に配置されている、請求項１乃至４のいずれか一項に記
載の音響パネル。
【請求項６】
　平行配置された長尺状のバーが前記支持フレームに連結され、前記長尺状のバーが音低
減材料を含み、前記長尺状のバーが、更に、２つの隣接する長尺状のバーの間に前記長尺
状のキャビティを提供し、前記音響パネルが複数の前記長尺状のキャビティを含む、請求
項１乃至５のいずれか一項に記載の音響パネル。
【請求項７】
　１つ又は複数のキャビティにおいては、前記第１キャビティ壁が前記音響パネルに対す
る法線とで１５乃至６５°の範囲内の第１キャビティ壁角度を有し、前記第２キャビティ
壁が前記音響パネルに対する法線とで２５乃至８０°の範囲内の第２キャビティ壁角度を
有し、前記第１キャビティ壁角度が前記第２キャビティ壁角度よりも小さい、請求項１乃
至６のいずれか一項に記載の音響パネル。
【請求項８】
　前記第１キャビティ壁が１５乃至３５°の範囲内の第１キャビティ壁角度を有し、前記
第２キャビティ壁が３５乃至５５°の範囲内の第２キャビティ壁角度を有する、請求項７
に記載の音響パネル。
【請求項９】
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　複数の長尺状のキャビティを含み、前記音響パネルの前記複数の長尺状のキャビティが
２乃至２５ｃｍの範囲内のピッチを有する、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の音響
パネル。
【請求項１０】
　１つ又は複数の長尺状のキャビティが複数の光源を含む、請求項１乃至９のいずれか一
項に記載の音響パネル。
【請求項１１】
　前記音響パネルが、前記１つ又は複数の長尺状のキャビティ又は長尺状のキャビティ部
分を含む音低減材料のパネル要素を含む、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の音響
パネル。
【請求項１２】
　反射グレア低減バーを更に含み、前記反射グレア低減バーは、前記１つ又は複数の長尺
状のキャビティに対して垂直に構成され、前記音響パネルに垂直且つ前記反射グレア低減
バーに平行な面内における前記光源からの光線による、前記音響パネルの前にある物品の
直接照明を遮断する及び／又は前記光源からの光線の方向を変える、請求項１乃至１１の
いずれか一項に記載の音響パネル。
【請求項１３】
　支持フレームの両側に前記１つ又は複数の長尺状のキャビティを含み、１つ又は複数の
光源が前記音響パネルの両側から出る光を提供する、請求項１乃至１２のいずれか一項に
記載の音響パネル。
【請求項１４】
　机間仕切り又は部屋間仕切りとしての請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の音響パ
ネルの使用。
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